
○搬出しようとする土壌の調査 

 要措置区域、形質変更時要届出区域における土壌掘削 

 
 
        
       掘削土壌の調査 
       ・掘削前調査    基準適合 
       ・掘削後調査 

 
          基 
          準 
          不 
          適 
          合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

調
査
を
実
施
し
な
い
。 

市長へ汚染土壌搬出の届出（14 日前） 基準に適合する土壌である旨市長に

届出 

汚染土壌として搬出（運搬・処理） 
※運搬の基準、処理の基準に係る 
 遵守義務 

市長が認定 

健全土として搬出 


